
ステップ・アップ・セミナー①
司法書士 編

司法書士試験は、難関の国家資格の1つです。
司法書士は、相続による所有権移転登記申請や、会社を設立する際の株式会

社設立登記申請など、登記に関する業務を多く行っています。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士は，簡易裁判所で訴訟代理業務を行

うことができます。

･･･と言われても、実際にどのように「仕事」をしているのか分からない方も多いで

しょう。

今回、2018年度司法書士試験に合格した本学法学部卒業生をお招きし、司法
書士の実際の業務についてお話を伺います。

昼食を食べながら、気軽にお話を聞いてみませんか。

講師 2018年度司法書士試験合格者（本学法学部卒業生）
日時 2019年5月29日（水） 12時40分～13時10分
場所 チャペル集会室（チャペル裏）

対象 法学部生

参加申込 不要（事前に参加登録をする必要はありません。）

特記事項 各自昼食を持参の上参加して下さい。

桃山学院大学法学部法職セミナー室企画

2019年度第1回法学部主催

～「司法書士」の仕事とは？～


